
イ
ベ
ン
ト

お
知
ら
せ

募
　
　
集

相
　
　
談

就
　
　
職

～
県
内
一
斉
に
滞
納
整
理
の
強
化

に
取
り
組
み
ま
す
！
～

■『
市
税
、納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ

ん
か
？
』

　

平
成
28
年
度
の
市
税
に
つ
い
て
、

全
て
の
納
期
限（
普
通
徴
収
、
但

し
随
時
分
除
く
）が
過
ぎ
ま
し
た
。

　

未
納
の
ま
ま
放
っ
て
お
く
と
差

押
等
の
滞
納
処
分
の
対
象
に
な
り

ま
す
の
で
納
め
忘
れ
が
な
い
か
、

よ
く
お
確
か
め
く
だ
さ
い
。

　

災
害
、
生
活
困
窮
等
、
特
別
な

事
情
に
よ
り
納
付
が
困
難
な
方
は

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

事
情
に
よ
り
納
税
の
猶
予
が
受

け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■『
新
年
度
の
市
税
は
口
座
振
替

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
！
』

　
「
つ
い
、
う
っ
か
り
」の
納
付
忘

れ
を
防
止
で
き
る
だ
け
で
な
く
、

一
度
申
し
込
み
を
す
れ
ば
、
納
付

に
行
く
手
間
が
省
け
て
便
利
で
す
。

　

ま
た
現
金
を
持
ち
歩
く
必
要
が

な
い
の
で
安
心
で
す
。

　

安
心
・
便
利
な
口
座
振
替
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
！

口
座
振
替
取
扱
金
融
機
関

　

足
利
銀
行
、
栃
木
銀
行
、
み
ず

ほ
銀
行
、
足
利
小
山
信
用
金
庫
、

宇
都
宮
農
業
協
同
組
合
、
小
山
農

業
協
同
組
合
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
、

三
井
住
友
銀
行（
※
三
井
住
友
銀

行
は
保
険
料
除
く
）の
本
・
支
店

※
市
内
の
支
店
に
は
、
申
込
用
紙

を
備
え
付
け
て
あ
り
ま
す
。

※
市
外
の
本
・
支
店
に
て
申
し
込

み
い
た
だ
く
等
、
申
込
用
紙
が
必

要
な
方
に
は
郵
送
い
た
し
ま
す
の

で
税
務
課
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

税
務
課

　

☎（
32
）8
8
9
3

軽
自
動
車
の
廃
車
の
手
続

き
は
３
月
31
日
ま
で
に
！

　

軽
自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１

日
時
点
の
所
有
者
に
課
税
に
な
り

ま
す
。
軽
自
動
車（
原
動
機
付
自

転
車
、
農
耕
車
を
含
む
）を
所
有

し
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
速
や
か

に
廃
車
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。（
軽
自
動
車
税
は
、
月
割
課

税
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。）

 

各
種
軽
自
動
車
廃
車
手
続
き
場

所
は
次
の
と
お
り
で
す
。

■
市
役
所
　
税
務
課
窓
口

・
原
動
機
付
自
転
車

（
1
2
5
㏄
以
下
の
バ
イ
ク
）

・
小
型
特
殊
自
動
車
（
農
耕
車
等
）

■
関
東
運
輸
局　

栃
木
運
輸
支
局

・
二
輪
（
側
車
付
の
も
の
を
含
む
）

・
二
輪
の
小
型
自
動
車

■
軽
自
動
車
検
査
協
会
　
栃
木
事

務
所

・
三
輪

・
四
輪
（
乗
用
・
貨
物
、
自
家
用
・

営
業
用
）

・
ボ
ー
ト
ト
レ
ー
ラ
ー

■
問
い
合
わ
せ
先

　

税
務
課　

☎（
32
）8
8
9
2

　

関
東
運
輸
局　

栃
木
運
輸
支
局

　

宇
都
宮
市
八
千
代
１
－
14
－
８

　
☎
0
5
0（
5
5
4
0
）2
0
1
9

　

軽
自
動
車
検
査
協
会
栃
木
事
務

所
　

宇
都
宮
市
西
川
田
本
町
１
－
２

－
37

　
☎
0
5
0（
3
8
1
6
）3
1
0
7

土
地
台
帳
の
閲
覧
を

廃
止
し
ま
す

　

こ
れ
ま
で
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
一

環
と
し
て
、
法
務
局
か
ら
の
登
記

情
報
等
を
ど
な
た
で
も
閲
覧
で
き

る
よ
う
に
、
土
地
台
帳
の
閲
覧
を

行
っ
て
き
ま
し
た
が
、
個
人
情
報

の
保
護
及
び
課
税
情
報
の
適
正
な

利
用
の
観
点
か
ら
、
４
月
１
日
よ

り
本
制
度
を
廃
止
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

　

今
後
の
登
記
情
報
の
閲
覧
は
宇

都
宮
地
方
法
務
局
小
山
出
張
所

（
小
山
市
花
垣
町
１
－
13
－
40　

☎
0
2
8
5
（
22
）0
3
6
1
・

0
3
5
6
）で
行
う
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。
ま
た
、
一
般
財
団
法
人

民
事
法
務
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

「
登
記
情
報
提
供
サ
ー
ビ
ス
」を
通

じ
て
の
ご
利
用
も
可
能
と
な
っ
て

お
り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

税
務
課

　

☎（
32
）8
8
9
2

３
月
は「
自
殺
対
策
強
化

月
間
」で
す

　

３
月
は
、
就
職
や
転
勤
、
転
居

な
ど
、
生
活
環
境
が
大
き
く
変
動

す
る
時
期
で
あ
り
、
自
殺
者
数
が

増
加
す
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

　

市
民
の
皆
さ
ん
が
支
援
を
求
め

や
す
い
環
境
を
作
り
、
誰
も
自
殺

に
追
い
込
ま
れ
る
こ
と
の
な
い
社

会
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

■
あ
な
た
に
も
出
来
る
自
殺
予
防

の
た
め
の
行
動

「
気
づ
き
」

　

家
族
や
仲
間
の
変
化
に
気
づ
い

た
ら
声
を
か
け
ま
し
ょ
う
。

「
傾
聴
」　

　

本
人
の
気
持
ち
を
尊
重
し
、
耳

を
傾
け
ま
し
ょ
う
。

「
見
守
り
」

　

温
か
く
寄
り
添
い
な
が
ら
、
じ

っ
く
り
と
見
守
り
ま
し
ょ
う
。

「
つ
な
ぎ
」　

　

早
め
に
専
門
家
に
相
談
す
る
よ

う
促
し
ま
し
ょ
う
。

■
相
談
先

　

こ
こ
ろ
の
健
康
相
談
統
一
ダ
イ

ヤ
ル

　

☎
0
5
7
0（
0
6
4
）5
5
6

　

よ
り
そ
い
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　

☎
0
1
2
0（
2
7
9
）3
3
8

■
問
い
合
わ
せ
先

　

健
康
増
進
課
☎（
32
）8
9
0
5

３
月
～
５
月
は
県
内

一
斉
地
方
税
滞
納
整

理
強
化
月
間
で
す

Shimotsuke
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くらしの情報

市
税
の
納
付
は

安
心
・
便
利
な
口
座
振
替
！


